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「新しい日常」における
自治体の窓口サービスとは 

注ⅰ
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２
０
２
０
年
以
降
、
世
界
中
で
猛
威
を

振
る
っ
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症 

（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

－

19
、
以
下
「
新
型

コ
ロ
ナ
」
と
い
う
。）
は
、
変
異
株
の
出

現
な
ど
に
よ
り
、
２
０
２
２
年
も
継
続
的

に
感
染
が
拡
大
し
て
お
り
、
未
だ
収
束
に

は
ほ
ど
遠
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
人
と
の
接
触
を
８
割
減
ら
す
「
新

し
い
生
活
様
式
」
を
習
慣
と
す
る
「
以
前

は
異
常
と
さ
れ
て
い
た
事
態
が
あ
り
ふ
れ

た
も
の
と
な
る
」
と
い
う
「
ニ
ュ
ー
ノ
ー

マ
ル
」
と
い
っ
た
訳
語
で
も
あ
る
「
新
し

い
日
常
」
を
前
提
と
し
た
社
会
生
活
の
変

容
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
の
「
新
し
い
日
常
」
に
お
い
て
は
、

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
と
な
り
、
新
し
い
生
活
様
式
や
働
き

方
の
促
進
・
定
着
、
さ
ら
に
は
非
接
触
を

重
視
し
た
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
の
導
入
な
ど
と

い
っ
た
新
た
な
潮
流
が
加
速
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
「
新
し
い
日
常
」

は
、
自
治
体
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て

も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ

た
。
具
体
的
に
は
、
自
治
体
職
員
自
身
の

感
染
に
よ
る
庁
舎
閉
鎖
や
自
治
体
の
窓
口

サ
ー
ビ
ス
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と

い
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
の
リ
ス

ク
を
想
定
し
つ
つ
、
住
民
の
生
活
を
守
る

た
め
に
持
続
可
能
な
形
で
自
治
体
の
窓
口

サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
従
来
の
自
治
体
の
窓
口

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
方
法
の
見
直
し
が
迫
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
従
来
の

対
面
に
よ
る
窓
口
対
応
か
ら
郵
送
申
請
ま

た
は
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
に
よ
る
来
庁
不
要

の
窓
口
対
応
や
、
手
続
き
の
受
付
期
限
の

延
長
な
ど
の
対
応
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
対

面
に
よ
る
窓
口
対
応
に
お
い
て
も
、
カ
ウ

ン
タ
ー
に
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
や
ア
ク
リ
ル

板
な
ど
が
設
置
さ
れ
、
手
数
料
の
支
払
い

に
お
い
て
も
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
端
末
が
設

置
さ
れ
る
な
ど
の
取
り
組
み
が
行
わ
れ

た
。
特
に
、
３
月
中
旬
か
ら
４
月
上
旬
の

引
っ
越
し
シ
ー
ズ
ン
で
は
、
住
民
異
動
の

手
続
き
が
増
え
る
繁
忙
期
と
な
る
た
め
、

転
出
届
と
転
出
証
明
書
を
郵
送
と
す
る
対

応
の
強
化
に
加
え
、
転
出
証
明
書
の
郵
送

料
を
自
治
体
側
が
負
担
す
る
と
い
っ
た
取

り
組
み
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
自
治
体
の
出
先
窓
口
（
支
所
、

出
張
所
、
行
政
セ
ン
タ
ー
な
ど
）
と
本
庁

の
担
当
部
署
を
遠
隔
で
つ
な
ぐ
神
戸
市
の

税
関
係
手
続
き
な
ど
で
導
入
さ
れ
た
「
リ

モ
ー
ト
窓
口
」
や
、
奈
良
市
の
来
庁
不
要

の
相
談
窓
口
と
し
て
ビ
デ
オ
通
話
に
よ
る

住
民
と
の
「
窓
口
相
談
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
」

な
ど
に
よ
る
「
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
窓
口
」

が
開
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、
オ

ン
ラ
イ
ン
申
請
に
よ
る
来
庁
不
要
の
窓
口

対
応
な
ど
は
、「
書
か
な
い
・
待
た
な
い
・

行
か
な
い
窓
口
」
と
し
て
、
窓
口
で
の
行

政
手
続
き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
促
進
な
ど

が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
自
治
体
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て

も
、「
新
し
い
日
常
」
に
向
き
合
う
取
り
組

み
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
新
し
い
日
常
」
に
向
き
合
う
自
治
体

の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
取
り
組
み
と
し
て

は
、
従
来
の
自
治
体
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
方
法
か
ら
、
来
庁
者
の
削
減
（
来
庁

不
要
）
ま
た
は
平
準
化
、
来
庁
者
の
庁
舎

で
の
滞
在
時
間
や
来
庁
者
と
職
員
と
の
対

面
時
間
な
ど
の
短
縮
を
図
り
、
来
庁
者
と

の
接
触
時
間
の
削
減
を
実
現
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、「
非
対
面
、
分

散
化
、
集
約
化
、
省
略
化
、
簡
略
化
」
と

い
っ
た
５
つ
の
観
点
に
よ
る
自
治
体
の
窓

口
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
方
法
へ
と
転
換
を
図

る
こ
と
で
、
職
員
の
負
担
軽
減
や
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
に
取
り
組
む
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
「
非
対
面
、
分
散
化
、
集
約
化
、
省

略
化
、
簡
略
化
」
と
い
っ
た
５
つ
の
観
点
に

つ
い
て
、
具
体
的
な
実
現
す
べ
き
取
り
組

み
を
ま
と
め
た
の
が
、図
表
１
で
あ
る
注
ⅱ
。

⑴
「
非
対
面
」
と
「
分
散
化
」
の
観
点

　
「
非
対
面
」と「
分
散
化
」の
観
点
で
は
、

図
表
２
の
よ
う
な
窓
口
サ
ー
ビ
ス
イ
メ
ー

ジ
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

特
に
、
こ
の
観
点
は
、
自
治
体
の
行
政

手
続
き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
実
現
方
法
の

１
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
但
し
、
す
で

に
多
く
の
自
治
体
で
は
、「
非
対
面
」
と

「
分
散
化
」
を
実
現
す
る
た
め
、
行
政
手

１
．
１
．��「
新
し
い
日
常
」
に
向
き
合
う

「
新
し
い
日
常
」
に
向
き
合
う

自
治
体
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス

自
治
体
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス

２
．
２
．��「
新
し
い
日
常
」
を
想
定
し
た

「
新
し
い
日
常
」
を
想
定
し
た

　
　
　
　
自
治
体
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
取
り
組
み

自
治
体
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
取
り
組
み

図表１ 感染拡大を防止する自治体の窓口サービスの取り組み

観点 手法 実現方法例
非対面 郵送受付 郵送受付可能な手続きの拡大、効率化

電子申請受付 電子申請受付可能な手続きの拡大、効率化
テレビ電話受付・相談 テレビ電話による手続き・相談の受付対応
セルフ申請受付（申請書の
セルフ作成）

セルフによる申請書作成（セルフ型申請書作成システムとタ
ブレット端末）

セルフによる支払い（キャッシュレス化）
分散化 窓口受付予約（オンライン、

電話予約）
窓口受付予約の来庁管理システム（オンライン及び電話）

申請受付予約（オンライン、
電話予約）

申請受付予約の来庁管理システム（オンライン及び電話）

待ち時間の可視化 待ち時間の情報提供（番号発券機の活用等）
来庁者の制限 窓口フロアの３密状態の可視化による入場制限（フロア内の

混雑段階を表示等）
受付時期の見直し 受付時期の延長または受付期間の分散設定

集約化 総合窓口の導入 ライフイベントに伴う関連手続きの受付集約化による事務処
理の見直し

様式の統合化 申請書の様式の見直し
省略化 添付書類の削減 添付書類の削減の見直し

手続きの不要化 手続きの統廃合化による見直し（住所変更の届出がなされ
たとみなす条例改正などのアナログ規制の見直し等注ⅲ）

簡略化 様式の簡略化 様式の記載項目などの見直し
手続きの簡略化 手続きの簡略化見直し（申請自体や押印の省略等）

図表１　感染拡大を防止する自治体の窓口サービスの取り組み
（出典：各種資料より筆者作成）
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続
き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
促
進
に
取
り
組

ん
で
い
る
も
の
の
、
行
政
手
続
き
の
オ
ン

ラ
イ
ン
化
は
、
あ
く
ま
で
受
付
処
理
（
１

線
）
を
オ
ン
ラ
イ
ン
化
し
た
だ
け
で
、
受

付
処
理
（
１
線
）
か
ら
入
力
・
照
合
（
２

線
）
や
審
査
（
３
線
）
と
い
っ
た
受
付
後

の
事
後
処
理
は
、
あ
ま
り
想
定
さ
れ
て
い

な
い
状
況
と
言
え
る
だ
ろ
う
。そ
の
た
め
、

国
と
し
て
も
「
自
治
体
の
行
政
手
続
の
オ

ン
ラ
イ
ン
化
に
係
る
手
順
書
（
以
下
「
オ

ン
ラ
イ
ン
化
手
順
書
」
と
い
う
。）注
ⅳ
」
に

お
い
て
、「「
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
実

行
計
画
」
に
お
い
て
、
自
治
体
が
行
政
手

続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
進

め
る
に
当
た
っ
て
は
、
法

令
に
基
づ
く
行
政
手
続
だ

け
で
な
く
、
条
例
又
は
規

則
に
基
づ
く
行
政
手
続
も

含
め
て
対
象
と
す
る
こ
と

と
し
、
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス

を
含
め
た
デ
ジ
タ
ル
化
や

窓
口
の
見
直
し
（
対
面
手

続
に
お
い
て
紙
に
書
く
こ

と
を
求
め
な
い
、
い
わ
ゆ

る
「
書
か
な
い
窓
口
」
へ

の
変
更
等
）
を
含
め
た
業

務
改
革
（
Ｂ
Ｐ
Ｒ
）
の
実

施
を
前
提
に
、「
本
人
確

認
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
」「
手

数
料
納
付
の
オ
ン
ラ
イ

ン
化
」「
添
付
書
類
の
省

略
」
に
つ
い
て
同
時
に
推

進
す
る
こ
と
」
や
、「
情

報
連
携
に
よ
る
省
略
が
困

難
な
添
付
書
類
に
つ
い
て

は
、
ｅ
メ
ー
ル
で
の
提
出

や
簡
易
な
申
請
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン

提
出
な
ど
、
少
な
く
と
も

申
請
者
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で

提
出
す
る
こ
と
を
可
能
と

す
る
な
ど
、
可
能
な
限
り

一
連
の
手
続
が
デ
ジ
タ
ル

で
完
結
す
る
よ
う
に
取
り

組
む
」
こ
と
な
ど
、「
住

民
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
を
受
付
け
た
後

の
職
員
の
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
の
処
理
に
つ
い

て
も
、
紙
が
前
提
で
は
な
い
エ
ン
ド
ト
ゥ

エ
ン
ド
の
業
務
フ
ロ
ー
を
前
提
に
、
職
員

の
工
数
が
ど
れ
だ
け
下
が
る
か
と
い
う
視

点
か
ら
も
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
工
程
を
検
討

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
２
０
２
０
年
12

月
28
日
に
改
定
さ
れ
た
「
地
方
公
共
団
体

に
お
け
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ
リ
シ
ー

に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
お
い
て
、

「
十
分
に
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
が
確
保
さ
れ
て

い
る
と
国
が
認
め
た
特
定
通
信
（
ｅ
Ｌ
Ｔ

Ａ
Ｘ
、
ぴ
っ
た
り
サ
ー
ビ
ス
、
自
治
体
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
向
上
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
が
考
え
ら
れ
る
。）
に
限
り
、連
携
サ
ー

バ
を
介
し
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
利
用
事
務

系
へ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
の
申
請
等

の
デ
ー
タ
の
片
方
向
の
電
子
的
移
行
が
可

能
と
な
っ
た
」
こ
と
を
踏
ま
え
、「
単
な

る
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
と
ど
ま

ら
ず
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
受
付
・
審

査
・
決
裁
・
書
類
の
保
存
業
務
と
い
っ
た

バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
を
含
む
一
連
の
業
務
を

よ
り
効
率
的
に
処
理
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
」
こ
と
を
想
定
し
た
受
付
後
の
事

後
処
理
の
流
れ
を
見
直
す
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
け

れ
ば
、
旧
態
依
然
の
前
例
踏
襲

的
な
紙
で
の
ア
ナ
ロ
グ
的
な
申

請
で
直
接
来
庁
す
る
対
面
型
の

窓
口
対
応
か
ら
脱
却
し
き
れ
て

い
な
い
受
付
後
の
事
務
処
理
の

流
れ
が
前
提
と
な
り
、
か
え
っ

て
非
効
率
な
行
政
手
続
き
の
オ

ン
ラ
イ
ン
化
を
進
め
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
た
め
、
例
え
ば
オ
ン
ラ
イ

ン
で
の
申
請
受
付
後
、
申
請
内

容
に
誤
り
が
あ
る
場
合
は
、
申

請
者
へ
連
絡
し
、
修
正
・
再
申

請
を
依
頼
す
る
な
ど
の
対
応
が

必
要
と
な
る
が
、具
体
的
に「
受

付
後
の
照
合
・
確
認
作
業
の
対
応

（
申
請
内
容
の
職
権
修
正
）」を
、

ど
の
よ
う
に
行
う
か
な
ど
、
具

体
的
な
受
付
後
の
事
務
処
理
の

実
態
に
即
し
た
流
れ
の
検
討
が

不
可
欠
と
言
え
る
だ
ろ
う
注
ⅴ

。

　

ま
た
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
化
手

順
書
」
で
は
、
単
に
「
オ
ン

ラ
イ
ン
化
自
体
を
目
的
と
す

る
の
で
は
な
く
、「
申
請
自
体

を
不
要
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
」
な
ど
利
用
者
目
線
で
の

Ｂ
Ｐ
Ｒ
の
取
組
み
が
重
要
と
な

る
」
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、

「
非
対
面
」
と
「
分
散
化
」
と

い
う
観
点
に
お
い
て
は
、
単
に
行
政
手
続

き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
目
的
と
し
た
取
り

組
み
で
は
な
く
、
行
政
手
続
き
の
申
請
自

体
が
本
当
に
必
要
な
の
か
と
い
っ
た
観
点

か
ら
の
検
討
も
必
要
と
な
る
。

　

な
お
、
行
政
手
続
き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

に
お
い
て
は
、
行
政
手
続
き
の
デ
ジ
タ
ル

化
を
前
提
と
し
た
受
付
処
理
（
１
線
）
か

ら
入
力
・
照
合
（
２
線
）
や
審
査
（
３

線
）
と
い
っ
た
受
付
後
の
事
後
処
理
の
手

順
を
抜
本
的
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
そ

の
際
、
対
面
を
前
提
と
し
た
受
付
処
理
か

ら
、
デ
ジ
タ
ル
化
等
を
想
定
し
た
受
付
処

基幹系システム
（住民情報、福祉等）

申請受付管理

マイナンバー利用事

申請
データ
申請
データ

FW

片方向

申請
データ
申請
データ

特定通信

LGWAN
接続PC

各課窓口

セルフ受付

手続き受付
申請予約管理

LGWAN接続系

セルフで作成された申請データ

予約番号によ
る受付処理

事前申請の内容に誤り等が
あった場合、補正や追記等を
行う。

データ参照 申請データ
取り込み

RPA等を活用

自治体（本庁）

出先（出張所等）

出先（出張所等）からの
オンライン申請や相談も可能

自宅や勤務先

マイナンバー
カード

手続き・相談予約（自宅）

電話

＜ぴったりサービス＞
（マイナポータル）

オンライン申請（事前申請を含む）

予約番号

予約番号 予約番号

予約番号

予約優先
受付

オンライン申請
オンライン相談

オンライン申請（事前申請を含む）

オンライン相談

【効果】来庁者との接触時間の削減
＝窓口混雑緩和

図表２ 非対面・分散化による自治体の窓口サービスイメージ

従来の対面型による窓口対応から、非対面型または来庁不要（来庁させない）の窓口対応へと転換

務系

図表２　非対面・分散化による自治体の窓口サービスイメージ
（出典：各種資料より筆者作成）

審査

入力

入力

審査

受付する職員の
業務比重が大きく
職員の熟練が必要

・本人確認
・手続きの説明、ヒアリング
・申請書の記入説明
・申請内容、必要書類の「仮審査」
・入力業務への指示事項の作成
・他課への確認や、他市への照会

現状の窓口業務の例（住民異動が起点）

・本人確認
・手続きの説明、ヒアリング
・申請内容、必要書類の「確認」
・手続きのまとめ受付

受付と定型チェック

窓口システム導入後の業務イメージ

※三角形は業務の比重をイメージしたものであり、実際の業務量や職員の人数とは異なります。

・申請内容、必要書類の審査
・他市への照会等

システムがバラバラで
手続き受付に必要な
データが見えない

申請書や届出書の
書き方説明に

時間を要している

手続きごとに
職員が代わることがある

自席に戻って入力
（受付と事務処理が
混ざっている）

窓口

事後処理

窓口（受付）

手続き受付に必要な
データが見える

必要な申請書は
システムから印刷できる

受付する職員の
業務比重を軽減する

案内や処理に必要なものは
システムから出力する

申請書やパンフレット等の
お渡し書類を探す

案内やパンフレット等も
システムから印刷できる

窓口との行ったり来たりを無くす。
事務処理に専念して効率を上げる

事後処理

必要な手続きの判断を
システムが補助してくれる

確認事項と申請書の作成を
システムがナビゲーション

入力業務への
指示事項も列挙される

申請書の事前記入

図表３ 北見市の窓口の運用と業務改善のイメージ

図表３　北見市の窓口の運用と業務改善のイメージ
（出典：平成 29 年度 総務省「業務改革モデルプロジェクト」報告書 別紙

「北海道北見市　窓口支援システムを活用した地方都市における業務平準化モデル」）
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理
に
転
換
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
で
参
考
と
な
る

の
が
、
北
見
市
の
取
り
組
み
で
あ
る
。

　

北
見
市
は
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
化
手
順
書
」

で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ

ス
を
含
め
た
デ
ジ
タ
ル
化
や
窓
口
の
見
直

し
」
の
取
り
組
み
で
あ
る
「
書
か
な
い
窓

口
」
の
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、「
シ
ス
テ
ム
の

ア
シ
ス
ト
を
活
用
し
て
Ｂ
Ｐ
Ｒ
を
実
施
し

事
務
改
善
を
図
る
」
と
い
う
「
Ｉ
Ｔ
ツ
ー

ル
を
使
い
な
が
ら
、
仕
事
の
手
順
や
、
や

り
方
を
変
え
る
」
と
い
っ
た
観
点
、「
受

付
手
順
（
処
理
の
順
番
や
申
請
方
法
）
や

申
請
書
様
式
（
申
請
項
目
）
な
ど
、
流
れ

が
違
う
と
こ
ろ
を
共
通
化
」
す
る
と
い
っ

た
受
付
処
理
（
１
線
）
か
ら
入
力
・
照
合

（
２
線
）
や
審
査
（
３
線
）
と
い
っ
た
事

後
処
理
の
手
順
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い

る
（
図
表
３
参
照
）注
ⅵ
。

　

そ
の
際
、
受
付
処
理
フ
ロ
ー
を
組
み
込

ん
だ
「
手
続
き
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
や

「
手
続
き
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
」「
証
明
書

郵
送
請
求
処
理
票
」
の
作
成
な
ど
、
ア
ナ

ロ
グ
ツ
ー
ル
に
よ
る
受
付
処
理
の
手
順
化

に
よ
る
窓
口
業
務
の
見
直
し
や
、
本
人
確

認
方
法
の
統
一
化
、
押
印
省
略
、
及
び
申

請
書
様
式
の
見
直
し
推
進
（
様
式
の
標
準

化
）
と
い
っ
た
手
続
き
の
簡
略
化
・
統
一

化
な
ど
の
事
務
の
標
準
化
・
共
有
化
に
取

り
組
ん
で
き
た
結
果
と
し
て
、
窓
口
で
の

シ
ス
テ
ム
活
用
が
行
わ
れ
て
い
る
注
ⅶ
。

⑵
「
集
約
化
」
の
観
点

　
「
集
約
化
」
の
観
点
で
は
、
各
種
証
明

書
の
発
行
や
届
出
等
手
続
き
（
他
課
の
手

続
き
の
代
理
受
付
を
含
む
）
が
「
１
カ
所
」

で
も
れ
な
く
可
能
と
な
る
「
総
合
窓
口
」

の
導
入
が
実
現
方
法
の
１
つ
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
。
総
合
窓
口
と
は
、
総
務
省
な

ど
の
定
義
に
よ
る
と
、「
住
民
等
か
ら
の

各
種
申
請
等
（
戸
籍
・
住
民
基
本
台
帳
業

務
、
税
証
明
、
福
祉
業
務
等
）
に
関
す
る

受
付
部
署
を
複
数
部
署
か
ら
１
部
署
に
集

約
し
、
例
外
的
な
ケ
ー
ス
を
除
き
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
で
対
応
が
完
結
す
る
取
組
」
と
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、総
合
窓
口
と
は「
住

民
を
た
ら
い
回
し
せ
ず
、
自
治
体
の
窓
口

で
行
わ
れ
る
各
種
証
明
書
の
発
行
や
届

出
等
手
続
き
（
来
庁
目
的
別
に
、
引
っ
越

し
や
結
婚
・
出
生
・
死
亡
な
ど
、
人
生
の

で
き
ご
と
で
あ
る
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
に
関

連
す
る
手
続
き
や
、
各
課
の
簡
易
な
手
続

き
）
が
、“
１
カ
所
”か
つ“
１
回
”で
、重
複

す
る
こ
と
な
く
行
政
手
続
き
が
完
結
す
る

窓
口
」
と
言
え
る
。
但
し
、
自
治
体
の
行

政
手
続
き
を
、
１
カ
所
の
窓
口
で
専
門
性

の
高
い
手
続
き
ま
で
も
す
べ
て
完
結
す
る

こ
と
は
、
住
民
が
求
め
る
手
続
き
に
対
し

て
対
応
し
き
れ
ず
、
職
員
に
過
度
な
業
務

負
担
を
強
い
る
こ
と
と
な
り
、
現
実
的
に

は
困
難
だ
と
も
言
え
る
。そ
こ
で
、改
め
て
、

窓
口
を
た
ら
い
回
し
さ
れ
た
く
な
い
と
の

“
住
民
目
線
”に
基
づ
き
、総
合
窓
口
を「
住

民
を
た
ら
い
回
し
せ
ず
、
自
治
体
の
窓
口

で
行
わ
れ
る
各
種
証
明
書
の
発
行
や
引
っ

越
し
や
結
婚
・
出
生
・
死
亡
な
ど
、
人
生

の
で
き
ご
と
で
あ
る
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
に

よ
り
発
生
す
る
届
出
な
ど
の
行
政
手
続
き

が
、“
１
カ
所
”
で
受
け
ら
れ
る
窓
口
」
と

し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
こ

の
よ
う
な
窓
口
で
は
、
行
政
手
続
き
の
目

的
別
に
他
課
の
行
政
手
続
き
の
代
理
受
付

を
行
う
こ
と
も
「
総
合
窓
口
」
の
範
囲
と

し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
え

で
、
専
門
的
な
手
続
き
を
伴
う
場
合
に
は
、

担
当
課
の
相
談
窓
口
と
連
携
し
、
来
庁
目

的
を
引
き
継
ぐ
な
ど
、
手
続
き
の
案
内
も

れ
を
防
ぐ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

但
し
、
総
合
窓
口
に
よ
り
、
住
民
が
来

庁
し
て
か
ら
退
庁
す
る
ま
で
の
滞
在
時
間

を
短
縮
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
一
方

で
、「
総
合
窓
口
で
は
、
か
え
っ
て
受
付

処
理
時
間
が
長
く
な
る
の
で
は
な
い
か
」

と
の
懸
念
も
聞
か
れ
る
。
確
か
に
総
合
窓

口
で
は
、
受
付
処
理
が
他
課
の
行
政
手
続

き
の
代
理
受
付
ま
で
及
ぶ
た
め
、
そ
う
し

た
懸
念
自
体
は
間
違
っ
て
は
い
な
い
。
し

か
し
、
住
民
の
立
場
に
立
て
ば
、
２
カ
所

も
３
カ
所
も
窓
口
を
回
る
時
間
が
短
縮
さ

れ
る
こ
と
や
、
対
面
す
る
自
治
体
職
員
の

人
数
や
窓
口
を
含
む
庁
内
に
滞
在
す
る
住

民
の
ト
ー
タ
ル
な
待
ち
時
間
を
短
縮
さ
せ

る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

⑶
「
省
略
化
」
の
観
点

　
「
省
略
化
」
の
観
点
で
は
、
行
政
手
続

き
を
見
直
し
、
証
明
書
な
ど
の
添
付
書
類

を
不
要
と
す
る
こ
と
や
、
行
政
手
続
き
の

統
廃
合
化
が
求
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
福

岡
市
で
は
、「
Ｄ
Ｘ
の
推
進
に
あ
た
り
、

行
政
手
続
き
に
お
け
る
市
民
・
事
業
者
の

負
担
を
軽
減
し
、
行
政
の
高
度
化
・
効
率

化
を
図
る
た
め
、
現
行
条
例
に
お
い
て
書

面
や
人
の
介
在
を
前
提
と
し
て
定
め
ら
れ

て
い
る
手
続
き
に
つ
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
技

術
の
活
用
を
可
能
と
す
る
よ
う
、
あ
ら

ゆ
る
ル
ー
ル
の
見
直
し
を
積
極
的
に
進

め
て
い
る
」
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
、

２
０
２
２
年
６
月
議
会
に
お
い
て
は
、
ア

ナ
ロ
グ
を
前
提
と
し
た
規
制
を
見
直
す
趣

旨
で
、
10
本
の
条
例
の
改
正
案
が
可
決
さ

れ
、
例
え
ば
年
間
２
５
，
０
０
０
件
以
上

あ
る
市
内
で
転
居
す
る
場
合
等
に
、
住
民

異
動
届
の
提
出
を
も
っ
て
住
所
の
変
更
等

の
届
出
を
省
略
す
る
こ
と
な
ど
を
実
現
さ

せ
て
い
る
（
図
表
４
参
照
）注
ⅷ
。

⑷
「
簡
略
化
」
の
観
点

　
「
簡
略
化
」
の
観
点
で
は
、
様
式
の
記

載
項
目
に
対
し
て
不
要
な
項
目
等
の
削
除

や
、
押
印
省
略
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。
特

に
、
押
印
省
略
に
つ
い
て
は
、
国
と
し
て

自
治
体
が
押
印
見
直
し
を
実
施
す
る
際
の

参
考
と
し
て
、
国
の
取
り
組
み
を
解
説
す

る
と
と
も
に
、
押
印
の
見
直
し
に
取
り
組

む
際
の
推
進
体
制
、
作
業
手
順
、
判
断
基

準
な
ど
を
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
押

印
見
直
し
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
以
下
「
マ
ニ
ュ

ア
ル
」
と
い
う
。）注
ⅸ
」
と
し
て
取
り
ま

と
め
ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
多
く
の
自
治

体
で
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
お
い
て
、「
押

印
廃
止
」
と
し
て
「
手
続
所
管
部
門
は
関

係
部
門
（
主
に
法
務
部
門
）
と
連
携
し
、

必
要
な
条
例
等
や
様
式
の
改
正
を
行
う
。

迅
速
か
つ
効
率
的
な
改
正
の
た
め
、
条
例

の
一
括
改
正
や
特
例
規
則
の
活
用
な
ど
が

考
え
ら
れ
る
」
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
は
、
例
え
ば
北
見
市

で
は
、「
北
見
市
届
出
書
等
の
押
印
省
略

に
関
す
る
規
則
」
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

押
印
の
省
略
化
を
推
進
し
て
い
る
。
ま

た
、
従
来
、
申
請
書
等
に
押
印
を
求
め
て

い
た
も
の
（
い
わ
ゆ
る
申
請
者
の
認
印
）

に
つ
い
て
も
、「
本
人
確
認
及
び
申
請
書

へ
の
署
名
」
を
前
提
と
す
る
こ
と
で
押
印

を
省
略
し
て
差
し
支
え
の
な
い
手
続
き
に

つ
い
て
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
を

単
な
る
一
過
性
の
も
の
と
せ
ず
、
き
ち
ん

と
窓
口
対
応
に
お
け
る
根
拠
を
つ
く
っ
て

取
り
組
む
こ
と
が
重
要
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

図表4 福岡市 住民異動届をもって住所変更の届出がなされたとみなす趣旨の改正

条例 行政手続き 改正内容

福岡市子ども医療費助成条例 子ども医療費助成 市内で転居する場合等に、住民異動届の提出
をもって子ども医療費の助成に係る住所の変
更等の届出を省略するもの

福岡市ひとり親家庭等医療費
助成条例

ひとり親家庭等医療費助成 市内で転居する場合等に、住民異動届の提出
をもってひとり親家庭等の医療費の助成に係る
住所の変更等の届出を省略するもの

福岡市重度障がい者医療費
助成条例

重度障がい者医療費助成 市内で転居する場合等に、住民異動届の提出
をもって重度障がい者等の医療費の助成に係
る住所の変更等の届出を省略するもの

福岡市第３子優遇事業の実施
に関する条例

保育施設等利用手当、第３子手当 市内で転居する場合等に、住民異動届の提出
をもって第３子優遇事業に係る住所の変更等
の届出を省略するもの

福岡市市税条例 軽自動車税（原付等に限る。） 市内で転居する場合等に、住民異動届の提出
をもって原動機付自転車等の軽自動車税に係
る住所の変更等の申告を省略するもの

図表4　福岡市　住民異動届をもって住所変更の届出がなされたとみなす趣旨の改正
（出典：福岡市総務企画局「アナログ規制の見直しについて」（令和 4 年 8 月 17 日庁議資料））
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自
治
体
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
対
応
は
、

そ
の
多
く
が
法
律
や
規
則
、
要
綱
・
要
領

と
い
っ
た
法
令
等
に
よ
り
、
事
務
処
理
方

法
が
細
か
く
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
行

政
手
続
き
の
制
度
上
の
公
平
性
を
担
保
す

る
た
め
、
自
治
体
職
員
は
的
確
に
そ
の
事

務
を
遂
行
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
住
民
基
本
台
帳
法
や
国
民
健
康

保
険
法
と
い
っ
た
各
法
令
等
に
よ
る
事
務

処
理
要
領
等
に
基
づ
き
、
自
治
体
の
窓
口

サ
ー
ビ
ス
の
対
応
を
行
う
こ
と
と
な
り
、

そ
の
行
政
手
続
き
の
事
務
処
理
自
体
が
目

的
化
す
る
こ
と
に
陥
り
が
ち
と
な
る
。

　

そ
の
た
め
、「
新
し
い
日
常
」
の
日
常

化
に
向
け
て
、
デ
ジ
タ
ル
化
等
を
踏
ま

え
た
「
非
対
面
、
分
散
化
、
集
約
化
、
省
略

化
、
簡
略
化
」
と
い
っ
た
５
つ
の
観
点
で

の
自
治
体
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
取
り
組
み

を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
職
員
自
身
に
対

し
て
、
何
が
問
題
か
を
気
付
か
せ
る
き
っ

か
け
を
提
供
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
を
担

う
自
治
体
職
員
の
常
識
を
ど
れ
だ
け
疑

い
、
発
想
を
切
り
替
え
ら
れ
る
か
が
重
要

な
カ
ギ
と
な
る
。
例
え
ば
、
な
ぜ
証
明
書

の
発
行
が
必
要
な
の
か
の
取
得
目
的
を
把

握
し
、
さ
ら
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
参
照
す
る

こ
と
で
、
そ
の
証
明
書
の
発
行
業
務
自
体

を
無
く
せ
な
い
か
と
い
っ
た
観
点
で
検
討

し
て
み
る
こ
と
も
、
発
想
の
切
り
替
え
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
気
付
き
を
自
治
体
職
員
に
提

供
す
る
事
例
と
し
て
、
例
え
ば
北
見
市
で

は
、
２
０
１
２
年
度
に
「
市
民
の
視
点
に

立
つ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
を
認
識
す

る
た
め
に
、
職
員
が
自
分
の
市
役
所
の
窓

口
で
手
続
き
を
行
っ
て
み
る
「
窓
口
体
験

調
査
」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な

調
査
は
、「
作
業
部
会
」
に
参
加
し
て
い

る
北
見
市
の
職
員
が
行
い
、
市
民
が
ど
の

よ
う
に
手
続
き
の
仕
方
を
調
べ
、
窓
口
ま

で
た
ど
り
着
き
、
手
続
き
を
し
て
い
る
の

か
、ま
た
、そ
の
中
で
、ど
の
よ
う
に
動
き
、

ど
の
よ
う
に
感
じ
る
の
か
な
ど
に
つ
い

て
、
市
民
に
な
っ
た
気
持
ち
で
実
体
験
す

る
と
い
っ
た
調
査
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る

（
図
表
５
参
照
）。

　

北
見
市
で
は
、
そ
う
し
た
「
窓
口
体
験

調
査
」
を
通
じ
て
戸
惑
い
・
不
安
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
、
利
用
者
が
何

に
困
っ
て
い
る
の
か
に
気
付
く
き
っ
か
け

と
も
な
っ
た
。
つ
ま
り
、「
住
民
目
線
と

は
何
か
」
に
自
治
体
職
員
自
身
が
気
付
く

き
っ
か
け
と
な
り
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者

の
視
点
か
ら
、
利
用
者
の
視
点
（
＝
住
民

目
線
）
に
発
想
が
転
換
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、例
え
ば「
今
ま
で
も
や
っ

て
い
る
か
ら
」
と
い
う
自
治
体
の
窓
口
の

事
務
処
理
の
手
順
に
対
し
て
、
本
当
に
こ

の
事
務
処
理
が
必
要
な
の
か
と
い
っ
た
こ

と
に
自
治
体
職
員
自
身
が
気
付
く
こ
と

で
、
自
治
体
職
員
の
自
ら
の
創
意
工
夫
を

可
能
と
す
る
取
り
組
み
が
期
待
さ
れ
る
。

（
注
釈
）

ⅰ　

 

本
内
容
は
、
基
本
的
に
筆
者
個
人
の
見
解
に
基

づ
い
て
い
る
。

ⅱ　

 

瀧
口
樹
良
「
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時
代
を
見
据
え
た

従
来
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
か
ら
の
転
換
と
自
治
体

職
員
の
柔
軟
な
対
応
力
」『
月
刊
ガ
バ
ナ
ン
ス

２
０
２
０
年
10
月
号
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
）、
瀧
口

樹
良
「
こ
れ
か
ら
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方

　

非
対
面
、
分
散
化
、
集
約
化
、
省
略
化
、
簡

略
化

－

５
つ
の
観
点
で
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
改
革

を
」『
地
方
公
務
員　

安
全
と
健
康　

フ
ォ
ー

ラ
ム　

第
１
１
７
号
（
２
０
２
１
年
４
月
）』

（
一
般
財
団
法
人　

地
方
公
務
員
安
全
衛
生
推

進
協
会
）、
瀧
口
樹
良
「“
新
し
い
日
常
”
を
日

常
化
す
る
た
め
の
自
治
体
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
と

は
」『
月
刊
ガ
バ
ナ
ン
ス
２
０
２
２
年
４
月
号
』

（
ぎ
ょ
う
せ
い
）

ⅲ　

 

ア
ナ
ロ
グ
規
制
の
点
検
・
見
直
し
の
作
業
手
順

等
の
参
考
と
し
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
庁
デ
ジ
タ
ル

臨
時
行
政
調
査
会
事
務
局
「
地
方
公
共
団
体
に

お
け
る
ア
ナ
ロ
グ
規
制
の
点
検
・
見
直
し
マ

ニ
ュ
ア
ル
【
第
１
．０
版
】」（
２
０
２
２
年
11

月
18
日
公
表
）
を
参
照
。

ⅳ　

 

総
務
省
「
自
治
体
の
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン

化
に
係
る
手
順
書
【
第
１
．１
版
】」（
令
和
４
年

９
月
２
日
）

ⅴ　

 

こ
の
他
、
申
請
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
当
た
っ
て

は
、
例
え
ば
個
人
に
ひ
も
付
く
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
に
お
い
て
、「
世

帯
単
位
」
で
の
手
続
き
に
適
し
て
い
る
の
か
と

い
っ
た
、
行
政
手
続
き
の
申
請
に
関
す
る
本
質

を
捉
え
た
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
行

政
手
続
き
の
「
世
帯
単
位
」
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
に
よ
る
「
個
人
単
位
」
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
瀧
口
樹
良
『
迷
走
す
る
番
号
制
度

－

自
治

体
の
現
場
か
ら
見
た
課
題

－

』
時
事
通
信
出
版

局
（
２
０
１
７
年
）
や
『
番
号
制
度
の
導
入
を

踏
ま
え
た
地
方
自
治
体
の
個
人
デ
ー
タ
の
利
用

と
保
護
対
策
の
あ
り
方
』
時
事
通
信
出
版
局

（
２
０
１
８
年
）
を
参
照
。

ⅵ　

 

北
見
市「
北
見
市
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
推
進

計
画
」平
成
26
年
３
月

ⅶ　

 

北
見
市
職
員　

及
川
慎
太
郎
「
北
見
市
役
所
の

窓
口
サ
ー
ビ
ス
改
善
／
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
と
Ｂ
Ｐ
Ｒ

の
取
り
組
み
か
ら
」
総
務
省　

令
和
２
年
度　

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
今
後
の
人
材
育
成
の

方
策
に
関
す
る
研
究
会　

第
２
回
（
令
和
２
年

10
月
22
日
開
催
）
事
例
報
告
ス
ラ
イ
ド
⑴

ⅷ　

 

福
岡
市
総
務
企
画
局
「
ア
ナ
ロ
グ
規
制
の
見
直

し
に
つ
い
て
」（
令
和
４
年
８
月
17
日
庁
議
資

料
）
お
よ
び
福
岡
市
「
令
和
４
年
第
３
回
福
岡

市
議
会
（
定
例
会
）
提
出
議
案
」

ⅸ　

 

内
閣
府
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
押
印
見
直

し
マ
ニ
ュ
ア
ル
」（
令
和
２
年
12
月
18
日
【
初
版
】）

　1971 年神戸市生まれ。駒澤大学大学院人文科学
研究科社会学専攻修士課程修了。情報セキュリティ
大学院大学情報セキュリティ研究科博士後期課程修
了。博士（情報学）。メーカー系シンクタンクにおける
公共系コンサルティング活動や札幌総合情報センター
株式会社等を経て、現在、株式会社コミクリ地域情
報サービス推進室に在籍、2020 年 6 月に窓口サービ
ス改革推進室に改組。2021 年 6 月1日に株式会社
コミクリの子会社として株式会社コミクリ総研が設立さ
れ、主幹研究員として就任。2016 年 5 月に合同会社
社会情報サービス研究所を設立し、代表社員に就任。
2017 年から神奈川工科大学非常勤講師、2019 年か
ら中央大学兼任講師、2021 年から横浜市立大学非
常勤講師を務める。
　主な著書に、「自治体の窓口サービスを目指せ！」『月
刊ガバナンス 2010 年 3 月号』（ぎょうせい）、「自治
体の窓口サービスを改善するには」『月刊ガバナンス
2019 年 7 月号』（ぎょうせい）、「ウィズコロナ時代を見
据えた従来の窓口サービスからの転換と自治体職員の
柔軟な対応力」『月刊ガバナンス2020 年 10 月号』（ぎょ
うせい）、「“ 新しい日常 ”を日常化するための自治体の
窓口サービスとは」『月刊ガバナンス2022年4月号』（ぎょ
うせい）、『迷走する番号制度 －自治体の現場から見
た課題－』時事通信出版局（2017 年）、『番号制度
の導入を踏まえた地方自治体の個人データの利用と保
護対策のあり方』時事通信出版局（2018 年）など。

プロフィール
合同会社社会情報サービス研究所　代表社員
株式会社コミクリ総研　主幹研究員

瀧口樹良

市民の視点とは？ 市民からどのように見えているか
市役所での手続きを、実際に体験調査してみよう！

視点

・高齢者、子連れのお母さんなど、
窓口に来る市民になりきった気持ちで。

・職員であることは一旦忘れて、
未知のまちを訪れてみた新鮮な目で。

作業部会メンバーの課題

お題
(1)来庁者数が多い用事ナンバーワン！

「住民票と所得証明書」を取得する。
(2)市民の方に声かけし、

実際の届出・申請に付き添って観察する。

駐車場 案内窓口 窓口受付 手続き

市役所の窓口に行くところからスタートし、手続き終了までの過程で、何に困ったのかを確認していく。

窓口を訪れる市民のシナリオ

図表5 北見市の「窓口体験調査」

自宅

図表5　北見市の「窓口体験調査」
（出典：北見市　ワンストップサービス推進庁内会議　「作業部会」資料）

　

そ
の
た
め
、
従
来
の
対
面
を
前
提
と
し

た
自
治
体
の
窓
口
の
事
務
処
理
か
ら
、
デ

ジ
タ
ル
化
等
を
想
定
し
た
受
付
処
理（
１

線
）か
ら
入
力
・
照
合（
２
線
）や
審
査（
３

線
）の
流
れ
を
踏
ま
え
た
事
務
処
理
へ
と

転
換
を
図
る
こ
と
で
、「
非
対
面
、分
散

化
、集
約
化
、省
略
化
、簡
略
化
」と
い
っ
た

５
つ
の
観
点
か
ら
、
住
民
目
線
に
立
っ
た

事
務
処
理
の
Ｂ
Ｐ
Ｒ
を
条
例
改
正
な
ど
の

法
制
度
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
含
め
て
行

う
な
ど
、
非
効
率
な
窓
口
対
応
に
陥
る
こ

と
が
な
い
よ
う「
新
し
い
日
常
」を
日
常
化

す
る
た
め
の
自
治
体
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
に

対
す
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

３
．
３
．��「
新
し
い
日
常
」
を
日
常
化
す

「
新
し
い
日
常
」
を
日
常
化
す
るる

た
め
の
自
治
体
の
対
応

た
め
の
自
治
体
の
対
応


